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第１ 監査対象テーマ及び選定理由

「県が設置している都市公園・文化・スポーツ施設の管理運営事務」１ テーマ

２ テーマ選定理由

近年、労働時間の短縮や週休２日制の普及、第２・第４土曜日を休業日とする学校週５

日制の実施等により自由時間が増大しつつあるなかで 「ゆったりと休養している時 、、 」

「趣味やスポーツに熱中している時」に充実感を感じる人が増加する傾向にある（総理府に

よる「国民生活に関する世論調査 ）など、スポーツ、レクリエーション、文化活動等を」

通じて健康でゆとりやうるおいを実感できる生活志向が高まりつつある。

このため、県民の憩いの場の提供や県民の健康増進等を目的として、県が設置している

各種施設においても、利用者サービスの向上等、県民ニーズに対応した適切な運営が求め

られるところである。

そこで、平成10年度においては、県が設置している都市公園・文化・スポーツ施設を対

象として、これらの施設が県民ニーズに的確に対応し、設置目的に沿って適正に管理運営

が行われているかどうかについて監査することとした。

第２ 監査の概要

１ 実施時期

平成10年４月から平成11年５月

２ 監査対象施設

県が設置している都市公園・文化・スポーツ施設のうち、次の31施設を対象とした。

なお、県が設置している都市公園・文化・スポーツ施設のうち、平成８年度に行政監査

の対象とした宿泊施設に併設されている施設、平成９年度末現在で設置又は建て替えから

３年を経過していない施設等を、監査対象施設から除いている。



施 設 名 所 在 地 所 管 部 局

兵庫県立明石公園 明石市 １２

兵庫県立西武庫公園 尼崎市 １２

都

兵庫県立甲山森林公園 西宮市 １３

市 まちづくり

兵庫県立播磨中央公園 加東郡滝野町 部 １３

公

兵庫県立西猪名公園 川西市 １４

園

兵庫県立北播磨余暇村公園 多可郡中町 １４

兵庫県立赤穂海浜公園 赤穂市 １５

兵庫県立尼崎青少年創造劇場 尼崎市 １５

生活文化部

たんば田園交響ホール 篠山市 １６

兵庫県立こどもの館 姫路市 健康福祉部 １６

兵庫県立丹波年輪の里 氷上郡柏原町 １７

文 兵庫県立淡路香りの公園 津名郡一宮町 １７

労 働 部

兵庫県立淡路ふれあい公園 三原郡緑町 １８

化 兵庫県立東はりま水辺の里公園 加古郡稲美町 １８

兵庫県フラワーセンター 加西市 １９

施 兵庫県淡路ファームパーク 三原郡三原町 農林水産部 １９

兵庫県立三木山森林公園 三木市 ２０

設 大鳴門橋記念館 三原郡南淡町 土 木 部 ２０

播磨大中古代の村 加古郡播磨町 ２１

兵庫県立歴史博物館 姫路市 ２１

教育委員会

兵庫県立人と自然の博物館 三田市 ２２

昆虫館 佐用郡南光町 ２２



施 設 名 所 在 地 所 管 部 局

兵庫県立東はりま青少年館 加古川市 ２３

生活文化部

兵庫県立西はりま青少年館 龍野市 ２３

ス

兵庫県勤労身体障害者体育館 神戸市西区 ２４

ポ 健康福祉部

兵庫県立健康センター 神戸市東灘区 ２４

｜

兵庫県立淡路勤労センター 洲本市 ２５

ツ

兵庫県立丹波総合スポーツセンター 篠山市 労 働 部 ２５

施

兵庫県立但馬全天候運動場 養父郡八鹿町 ２６

設

兵庫県立海洋体育館 芦屋市 ２６

教育委員会

兵庫県立円山川公苑 豊岡市 ２７

（注）都市公園、文化施設、スポーツ施設は施設の主な機能により区分した。

３ 監査の着眼点

１ 設置目的について

・ 設置目的に沿った利用がなされているか

２ 契約事務について

・ 県と管理団体との契約内容は適切か

・ 契約内容に沿った管理がなされているか

３ 施設の維持管理について

・ 利用しやすい施設となっているか

・ 安全な施設となっているか

・ 有効活用がなされているか

４ 施設の運営について

・ 利用状況はどうか

・ 利用者へのサービスは適切か



第 ３ 監 査 の 結 果

今 回 の 行 政 監 査 の 対 象 と し た 都 市 公 園 ・ 文 化 ・ ス ポ ー ツ 施 設 3 1 施 設 の 管 理

運 営 状 況 は 、

「第４監査対象施設の管理運営状況（Ｐ12～Ｐ27 」のとおりである。）

総括的には、各施設は広く県民の利用に供されており、それぞれの設置目的に沿って、

おおむね適正に管理運営が行われていることが認められた。

その中で、特に管理運営上評価できる点や、他の施設にとって参考となる点を挙げると

次のとおりである。

管理運営上評価できる点等

１ 平成10年に、季刊演劇雑誌の特集企画において、演劇人から、施設・設備、運営

面等で、全国の主要劇場中第１位の評価を受けている。また、同劇場の附属劇団で

ある県立ピッコロ劇団も、平成９年度に第52回文化庁芸術祭賞優秀賞等を受賞して

いる。 （尼崎青少年創造劇場）

２ インターネットホームページの内容が、生涯学習等への活用を期待できることを

評価され、平成９年に、財団法人視聴覚コンサルタントセンターから 「'97good、

site賞」を受賞している。 （人と自然の博物館）

３ 社団法人日本公園緑地協会から 「第８回都市公園コンクール」建設事務次官賞、

〔管理運営部門〕を受賞している。 （播磨中央公園）

４ 同協会から「日本の都市公園 100選」に選定されている。

（明石公園、甲山森林公園）

５ 音響、照明等ステージ運営や企画づくりに地域の住民ボランティアが積極的に関

わるなど、地域と一体となった運営を行っている。 （たんば田園交響ホール）

６ 「児童彫刻アイデア国際コンクール （昭和63年度から５回 「アジアの子ど」 ）、

もアートコンクール （平成10年度）を開催し、子どもの視点に立った国際交流事」

業を継続して展開している。 （こどもの館）

７ 500 年以上の伝統を持つ国の重要無形民俗文化財である淡路人形浄瑠璃の県下唯

一の常設館としてその保存継承発展に努めている。

（大鳴門橋記念館の淡路人形浄瑠璃館）



８ 利用者ニーズに配慮した開館日を設定している。

ア 年末年始を除き無休としている。 （大鳴門橋記念館）

イ 学校の夏季休業期間中等、季節に応じて無休期間を設定している。

（フラワーセンター、淡路ファームパーク、昆虫館、円山川公苑）

しかしながら、施設の管理運営等にあたり留意・改善が望まれる事項も見受けられたの

で、以下に記述する。

１ 施設のあり方について

昭和46年５月に設置された昆虫館は 「平山コレクション （昆虫研究者である故平山、 」

修次郎氏の所有していた昆虫標本）約25,000点を中心とする31,000点余の昆虫標本を収蔵

し、昆虫標本や生きた昆虫の飼育・展示を通じて、自然に親しむ場を提供してきており、

近年では、年間約13,000人の入館者がある。

しかしながら、当館の管理運営を受託している千種川グリーンライン運営協議会は、構

成員（佐用郡４町及び千種町の町長、議長、西播磨教育事務所長等）による協議会が長期

にわたり開催されていないなど事実上休眠状態にある。また、当館には、館長（非常勤嘱

託員）のほか職員１名（日々雇用職員）が配置されているが、昆虫専門の職員がいないこ

ともあり、常設展示の約10,000点を除く残りの標本は、希望者には公開されているものの、

通常は、館内の一室に保管されたままとなっているなど十分には活用されておらず、加え

て、展示室等も必ずしも標本の保存に適した環境にあるとは言えない。 （昆虫館）

人と自然の博物館の分館化の方向も検討されているが、施設の所在町等との協議を行う

など、管理運営体制や施設のあり方について抜本的な検討が望まれる。

２ 施設の管理運営について

１ 施設の維持管理について

ア 福祉のまちづくり条例に沿った施設整備について

高齢者や障害者を含むすべての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを強

力に推進するため、福祉のまちづくり条例が平成５年10月から施行されており、県立



施設においても、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう同条例の趣旨に沿った整

備が図られているところである。

しかしながら、車椅子利用に係る整備基準に着目すると、一部の施設では、福祉の

まちづくり条例施行規則別表に定める整備基準を満たしていなかった。

(ｱ) 施設の出入口の有効幅員が基準（車椅子利用の場合 120㎝以上）を満たしていな

かった施設 （赤穂海浜公園、東はりま水辺の里公園、三木山森林公園）

(ｲ) 身体障害者用駐車スペースが確保されていなかった施設

甲山森林公園、丹波年輪の里、淡路香りの公園、淡路ふれあい公園、

東はりま水辺の里公園、淡路勤労センター、円山川公苑

(ｳ) 身体障害者用駐車スペースの幅員が基準(350㎝以上）を満たしていなかった施設

（こどもの館、三木山森林公園、丹波総合スポーツセンター、但馬全天候運動場）

(ｴ) 車椅子で利用できるトイレが設置されていなかった施設

（明石公園陸上競技場男子トイレ、播磨中央公園テニスコートクラブハウス）

(ｵ) 車椅子で利用できるトイレの出入口の有効幅員が基準（85㎝以上）を満たしてい

なかった施設 （三木山森林公園クラフト館、但馬全天候運動場）

(ｶ) 車椅子で移動するためのスロープが設置されていなかった施設

（こどもの館工作館）

福祉のまちづくり条例及び同条例施行規則に沿った整備・改善が望まれる。

イ 利用者ニーズに対応した施設整備について

各施設は、それぞれの設置時期における利用者ニーズに応じた設備内容を備え、広

く県民の利用に供されている。

しかしながら、一部の施設では、設置時期が比較的古いこともあり、現在の利用者

ニーズに応じた設備内容となっていなかった。

(ｱ) 更衣室に付随するシャワー設備が温水対応となっていなかった施設

（明石公園、西猪名公園、播磨中央公園各公園内のスポーツ施設）

(ｲ) 更衣用ロッカーが設置されていなかった施設 （明石公園内のスポーツ施設）

利用者がより一層快適に利用できるよう、施設の改修等が望まれる。



ウ いこいのベンチの維持管理について

いこいのベンチは、全県全土公園化構想の一環として、監査対象施設にも設置され、

広く利用されてきたが、設置後10年以上を経過していることから、特に木製部分の老

朽化が進んでいる。

こうした老朽化に対応し、適宜、補修等の措置が講じられているが、一部の施設で

は、破損しているベンチが見られるなど、維持管理が必ずしも十分には行われていな

かった。 甲山森林公園、播磨中央公園、淡路香りの公園、播磨大中古代の村、

東はりま青少年館、淡路勤労センター、丹波総合スポーツセンター

補修等、適切な維持管理が行われるよう必要な措置を講ずることが望まれる。

エ 利用者の安全確保について

停電時の非常用照明装置の電源としての役割を果たす蓄電池の劣化が進んでおり、

安全確保の面から早期の更新が必要となっているにもかかわらず、更新の措置が講じ

られていない施設があった。 （尼崎青少年創造劇場）

観客等利用者の避難誘導等、安全確保を図るため、早期の更新が望まれる。

オ 施設の有効活用について

各施設は、それぞれその設置目的や用途に応じて利活用されているが、一部の施設

では、厨房等の施設が、利用者の減少等により、開設後間もない時期から、本来の用

途に供されなくなっていた。

赤穂海浜公園（塩の国体験管理棟更衣室 、西はりま青少年館（厨房 、） ）

丹波総合スポーツセンター（厨房、サウナ室）

施設を設置する際には、利用者ニーズ等を踏まえた十分な検討が望まれる。

カ 施設の収蔵スペースについて

博物館は、歴史、自然科学等に関する資料を収集し、保管することを目的の一つと

しており（博物館法第２条 、これまで、購入、受贈等により様々な資料を収集して）

きたが、収蔵スペースが不足しているため、県民等からの資料寄贈の申出にほとんど

応じられないなど、貴重な資料を収集できない状況となっていた。 （歴史博物館）



収蔵スペースの確保に向けた抜本的な対策が望まれる。

２ 施設の運営について

ア 有料施設の利用状況について

(ｱ) 利用者数が減少している施設

各施設では、ＰＲの強化や新たな事業の展開等、有料施設の利用の促進に向け取

り組まれているものの、一部の施設では、平成９年度の有料施設の利用者数が平成

５年度に比べ10％以上減少しており、さらに平成10年度においても利用者数の減少

が続いていた。

（明石公園、丹波年輪の里、フラワーセンター、東はりま青少年館）

施設の管理運営団体とも連携し、利用者数の減少要因を把握のうえ、利用者の確

保に向けた効果的な対策が望まれる。

(ｲ) 利用率が低調な施設

有料施設の多くは、一定のスペースを、時間単位、半日単位等で、利用許可を受

けた者に利用させているが、一部の施設では、施設内の特定スペースの利用率が平

成９年度において10％未満となっていた。

（播磨中央公園の野外ステージ、丹波年輪の里のアトリエ、会議室及び研修室）

施設の管理運営団体とも連携し、利用率が低い要因を把握のうえ、利用者の確保

に向けた効果的な対策が望まれる。

イ 新たなＰＲ方法について

各施設では、パンフレットの配布、新聞広告の掲載、県の広報誌等への登載等、多

様な方法により、ＰＲに努めている。

これらのＰＲ方法のうち、インターネットは、極めて広域的かつ迅速に情報を提供

することができる長所があり、その利用者数もパソコンの普及と相まって年々増加し

ていることから、新たな広報媒体としてその活用が期待できるところである。

こうした中、多くの施設では、インターネットのホームページに、施設案内、行事

のお知らせ等を登載しているが、一部の施設では、インターネットを活用したＰＲが



行われていなかった。

尼崎青少年創造劇場、淡路ふれあい公園、東はりま水辺の里公園、昆虫館、播磨大

中古代の村、淡路勤労センター、丹波総合スポーツセンター、但馬全天候運動場

施設の管理運営団体とも連携のうえ、インターネットを活用したＰＲへの取組が望

まれる。

ウ 使用料の徴収について

施設の管理運営団体は、歳入の私人委託契約に基づき、施設の設置及び管理に関す

る条例並びに規則に定められている使用料を徴収することとされているが、一部の施

設では、管理運営団体が、条例及び規則に定めのないロッカー等の使用料を独自に利

用者から徴収していた。 （西はりま青少年館、海洋体育館）

使用料の徴収について、管理運営団体に対する指導が望まれる。

エ 使用料の還付方式について

施設の使用料を納入後、利用者の責めに帰することができない理由等により利用を

取り止めた場合、それぞれの施設の設置及び管理に関する条例並びに規則の規定によ

り、当該使用料を還付することとされているが、一部の施設では、当該還付事務が施

設管理運営団体に委託されていないため、県の所管事務所を通じて還付される仕組み

となっており、利用者にとって、煩雑かつ時間のかかる手続となっていた。

（明石公園、播磨中央公園、西猪名公園、赤穂海浜公園）

利用者の利便性を図るため、還付事務の委託が望まれる。

オ 回数券の有効期間について

プール、テニスコートなど固定利用者が多く見込まれるスポーツ施設では、利用者

のニーズに沿うよう、回数券を発行しており、その有効期間は、多くの施設では無期

限あるいは１年間としているが、非常に短い有効期間（３か月間）を設定している施

設があった。 （健康センター）

有効期間の見直しについての検討が望まれる。



カ 施設の休業日について

多くの施設では、施設の定休日が祝日法に定める休日に重なる場合、当日は開業し、

翌日を休業とする取扱いをしているが、管理規則上、施設の定休日（月曜日）と祝日

法に定める休日を調整する規定がなく、常に月曜日を休業日としている施設があった。

（健康センター）

祝日法により、日曜日が祝日にあたるときは翌月曜日が休日とされていることや、

成人の日、体育の日が、平成12年から月曜日に固定されることからも、利用者ニーズ

に配慮した休業日の設定についての検討が望まれる。

キ 消防法に基づく訓練の実施について

消防法の規定に基づき消防計画の作成を義務づけられている施設では、消火訓練、

通報訓練及び避難訓練を毎年実施する必要があるが、一部の施設では、平成９年度に

おいて、これらの訓練の全部又は一部を実施していなかった。

(ｱ) いずれの訓練も実施していなかった施設

明石公園、フラワーセンター、西はりま青少年館、勤労身体障害者体育館、

丹波総合スポーツセンター、但馬全天候運動場、海洋体育館

(ｲ) 消火訓練及び避難訓練を実施していなかった施設 （健康センター）

(ｳ) 通報訓練を実施していなかった施設 （こどもの館）

(ｴ) 避難訓練を実施していなかった施設 （播磨中央公園、淡路ファームパーク）

利用者の安全確保のため、訓練の実施について、管理運営団体に対する適切な指導

が望まれる。

３ むすび

今回の監査は、都市公園・文化・スポーツ施設といった県民サービスの提供を行う施設

を対象としたものであり、各施設はそれぞれの設置目的、機能に応じて地域住民をはじめ

広く県民に対し憩いの場や健康増進の場の提供等を通じて、県民の福祉の向上に貢献して

きているところである。

少子高齢の成熟化の時代を迎え、県民一人ひとりのライフスタイルの多様化とともに、

利用者ニーズはさらに多様化することが予測されるところであり、各施設がそれぞれの特



色を生かした魅力ある施設として、より多くの県民に利用されるためには、類似施設等の

設置状況をも視野に入れ、施設設置者である県と管理運営主体とが連携を密にし、管理運

営を行う必要がある。

今後とも、憩いの場や健康増進の場等として、多くの県民に利用され、一人ひとりが真

の豊かさを実感できる県民生活の実現に、一層貢献されることを望むものである。


































